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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法であって、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程
を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収することを特徴とする有機性廃水処理方法。
【請求項２】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法であって、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
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（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収することを特徴とする有機性廃水処理方法。
【請求項３】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法であって、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程、及び
（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収することを特徴とする有機性廃水処理方法。
【請求項４】
前記脱水処理は、高分子凝集剤を添加した汚泥を濃縮する濃縮工程と、濃縮した汚泥を脱
水する脱水工程と、を含み、
当該濃縮工程で得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収す
る、請求項１～３のいずれかに記載の有機性廃水処理方法。
【請求項５】
前記濃縮工程で得られる濃縮汚泥に無機凝集剤をさらに添加して脱水する、請求項４に記
載の有機性廃水処理方法。
【請求項６】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
【請求項７】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
屎尿及び／又は有機性汚泥、又は屎尿及び／又は有機性汚泥と余剰汚泥との混合汚泥に高
分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
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当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る配管と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
【請求項８】
前記バイパス配管に、前記分離液切替弁と連動する自動切替弁が設けられている、請求項
６又は７に記載の有機性廃水処理装置。
【請求項９】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を凝集反応槽に送る配管と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
【請求項１０】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
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を具備する、有機性廃水処理装置。
【請求項１１】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法において、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程、又は（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理
する工程のいずれか又は両工程と、
の3工程又は4工程を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収工程を含むことを特徴とする、化成肥料
の製造方法。
【請求項１２】
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理した後に
得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理において、
屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、化成肥料の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機性廃水処理方法及び装置に関する。特に、屎尿と浄化槽汚泥などの有機
性汚泥を含有する有機性廃水の処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屎尿及び家庭用浄化槽で発生する有機性汚泥を含む有機性廃水の生物処理が行われてい
る。屎尿及び家庭用浄化槽由来の有機性廃水には、夾雑物が多量に含まれるため、夾雑物
を除去して脱水処理を行い、分離液を生物処理に供する。脱水処理により多量の有機性汚
泥の脱水ケーキが発生するため、脱水ケーキの減容化が種々検討されている。また、脱水
ケーキを助燃剤や堆肥として再利用するために、含水率の低減化が必要とされている。こ
のため、有機性廃水に凝集剤を添加して、凝集フロックとして凝集させた後に脱水処理が
行われている。
【０００３】
　また、生物処理に先立つ脱水処理において、屎尿及び有機性汚泥を含む有機性廃水は全
量が凝集剤添加後に脱水されるため、有機性排水中に含まれている有機物も除去されてし
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まう。有機性排水中に含まれている有機物は、後続の生物処理において微生物の栄養素と
なる水素供与体である。有機性廃水の全量脱水処理により、有機物が不足すると、生物処
理が不十分となるため、通常はメタノールなどの水素供与体を多量に添加することが必要
となる。
【０００４】
　したがって、現状の屎尿及び有機性汚泥を含む有機性廃水の処理では、脱水処理に必要
な凝集剤及び生物処理に必要な栄養源を多量に添加しなければならず、維持管理費が高額
になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭63-7900号公報
【特許文献２】特開平6-226290号公報
【特許文献３】特開平11-33591号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、脱水処理と生物処理とを組み合わせた有機性廃水の処理において、発生する
脱水ケーキの低含水率化及び減容化を達成しながら、維持管理費を低額に抑えることがで
きる処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、脱水ケーキの低含水率化及び減容化を達成しながら、凝集剤の添加量を削減
すると同時に、後続の生物処理に必要な水素供与体の添加量を削減することができ、ＭＡ
Ｐを効率的に回収できる処理方法を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、高分子凝集剤の添加とＭＡＰ回収とを連動させた有機性排水処理方法
が提供される。
［１］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理し
た後に得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法であって、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収することを特徴とする有機性廃水処理方法。
［２］ 前記工程（１）（２）に加えて、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１］に記載の有機性廃水処理方法。
［３］前記工程（１）（２）に加えて、
（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１］に記載の有機性廃水処理方法。
［４］前記工程（１）（２）に加えて、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程、及び
（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１］に記載の有機性廃水処理方法。
［５］前記脱水処理は、高分子凝集剤を添加した汚泥を濃縮する濃縮工程と、濃縮した汚
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泥を脱水する脱水工程と、を含み、
当該濃縮工程で得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収す
る、［１］～［４］のいずれかに記載の有機性廃水処理方法。
［６］前記濃縮工程で得られる濃縮汚泥に無機凝集剤をさらに添加して、脱水する、［５
］に記載の有機性廃水処理方法。
【０００９】
　本発明の有機性廃水処理方法において、前記高分子凝集剤を添加せずに脱水処理する工
程の総時間は、高分子凝集剤を添加する工程と添加しない工程との合計時間の６０％以下
とすることが好ましく、また、前記余剰汚泥を添加せずに脱水処理する工程の総時間は、
余剰汚泥を添加する工程と添加しない工程との合計時間の６０％以下とすることが好まし
い。
【００１０】
　前記余剰汚泥と高分子凝集剤とを添加してから脱水処理する工程において、余剰汚泥の
添加は、高分子凝集剤を添加する前に行われることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明によれば、高分子凝集剤の添加とＭＡＰ回収とを連動させることができる
有機性排水処理装置が提供される。
［７］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理し
た後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
［８］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理し
た後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
屎尿及び／又は有機性汚泥、又は屎尿及び／又は有機性汚泥と余剰汚泥との混合汚泥に高
分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
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当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
［９］前記バイパス配管に、前記分離液切替弁と連動する自動切替弁が設けられている、
［７］又は［８］に記載の有機性廃水処理装置。
［１０］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を凝集反応槽に送る配管と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
［１１］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置であって、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
を具備する、有機性廃水処理装置。
［１２］前記凝集反応槽にドレン配管を設け、当該ドレン配管にドレン弁を設けた、［７
］～［１１］のいずれかに記載の有機性廃水処理装置。
［１３］前記脱水装置は、
凝集剤を添加した混合汚泥に対しては濃縮機として作用し、凝集剤を添加していない混合
汚泥に対してはしさ分離機として作用するスクリーンと、
当該スクリーンの下流に位置づけられている脱水機と、
を含み、当該スクリーンからの分離水及び当該脱水機からの分離水をそれぞれ別個にＭＡ
Ｐ回収装置に送る経路と分離液貯留槽とに送る経路とに切り替える切替弁をさらに具備す
る、［７］～［１２］のいずれかに記載の有機性廃水処理装置。
［１４］前記脱水装置は、スクリーンとして機能する濃縮部と、当該濃縮部の後段に圧搾
部と、を具備し、当該濃縮部からの分離水及び当該圧搾部からの分離水をそれぞれ別個に
ＭＡＰ回収装置に送る経路と分離液貯留槽に送る経路とに切り替える切替弁をさらに具備
する、［７］～［１３］のいずれかに記載の有機性廃水処理装置。
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【００１２】
　本発明の有機性廃水の処理装置において、前記混合槽はラインミキサであることが好ま
しい。また、混合槽には、高分子凝集剤を添加する凝集剤添加配管が接続されていること
が好ましい。
【００１３】
　前記生物処理装置からの余剰汚泥を凝集反応槽又は混合槽へ送る前に貯留する余剰汚泥
貯留槽をさらに具備することも、屎尿及び／又は有機性汚泥を破砕する破砕装置をさらに
具備することもできる。予め破砕された屎尿及び／又は有機性汚泥を含む有機性廃水を処
理対象とすることもできる。
【００１４】
　さらに、本発明によれば、高分子凝集剤の添加とＭＡＰ回収とを連動させた有機性排水
処理において、化成肥料を製造する方法も提供される。
［１５］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理する有機性廃水処理方法において、
（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に余剰汚泥と、高分子凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水
処理する工程と、
（２）余剰汚泥及び高分子凝集剤を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂ
を直接脱水処理する工程と、
を切り替えて行い、
高分子凝集剤を添加する場合には、脱水処理の際に発生する分離液からリン酸マグネシウ
ムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収工程を含むことを特徴とする、化成肥料
の製造方法。
［１５ａ］前記工程（１）（２）に加えて、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１５］に記載の化成肥料の製造方法。
［１５ｂ］前記工程（１）（２）に加えて、
（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１５］に記載の化成肥料の製造方法。
［１５ｃ］前記工程（１）（２）に加えて、
（３）余剰汚泥を添加せずに、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥
Ｃを脱水処理する工程、及び
（４）余剰汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｄを脱水処理する工程
を切り替えて行う、［１５］に記載の化成肥料の製造方法。
［１５ｄ］前記高分子凝集剤を添加せずに脱水処理する工程の総時間は、高分子凝集剤を
添加する工程と添加しない工程との合計時間の６０％以下とする、［１５］に記載の化成
肥料の製造方法。
［１５ｅ］前記余剰汚泥を添加せずに脱水処理する工程の総時間は、余剰汚泥を添加する
工程と添加しない工程との合計時間の６０％以下とする、［１５］に記載の化成肥料の製
造方法。
［１５ｆ］前記脱水処理は、高分子凝集剤を添加した汚泥を濃縮する濃縮工程と、濃縮し
た汚泥を脱水する脱水工程と、を含み、
当該濃縮工程で得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収す
る、［１５］に記載の化成肥料の製造方法。前記濃縮工程で得られる濃縮汚泥に無機凝集
剤をさらに添加して脱水することもできる。
［１５ｇ］前記余剰汚泥と高分子凝集剤とを添加してから脱水処理する工程において、余
剰汚泥の添加は、高分子凝集剤を添加する前に行われる、［１５］に記載の化成肥料の製
造方法。
【００１５】
　またさらに本発明によれば、高分子凝集剤の添加とＭＡＰ回収とを連動させた有機性排
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水処理において、化成肥料を製造する装置も提供される。
［１６］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理において、
屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、化成肥料の製造装置。
［１７］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理において、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
屎尿及び／又は有機性汚泥、又は屎尿及び／又は有機性汚泥と余剰汚泥との混合汚泥に高
分子凝集剤を添加する凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を当該凝集反応槽に送る配管と
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を、凝集反応槽を経由せずに、当該脱水装置に送るバイパ
ス配管と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
を具備する、化成肥料の製造装置。
【００１６】
　前記バイパス配管に、前記分離液切替弁と連動する自動切替弁が設けられていることが
好ましい。
［１８］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理において、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該屎尿及び／又は有機性汚泥を凝集反応槽に送る配管と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
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当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を、凝集反応槽又は凝集反応槽の直前に送る
余剰汚泥送液配管（Ａ）と、
を具備する、化成肥料の製造装置。
［１９］屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水処理
した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理において、
屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を混合する混合槽と
、
高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応槽と、
当該凝集反応槽の下流に位置づけられている脱水装置と、
高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニ
ウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置と、
当該脱水装置からの分離液及び当該ＭＡＰ回収装置からの脱離液を貯留する分離液貯留槽
と、
当該脱水装置からの分離液を当該ＭＡＰ回収装置に送る経路又は当該分離液貯留槽に送る
経路に切り替える分離液切替弁と、
当該分離液貯留槽からの分離液を生物処理する生物処理装置と、
当該生物処理装置において発生する余剰汚泥を当該混合槽又は混合槽の直前に送る余剰汚
泥送液配管（Ｂ）と、
を具備する、化成肥料の製造装置。
【００１７】
　前記混合槽はラインミキサであることが好ましい。前記混合槽には、高分子凝集剤を添
加する凝集剤添加配管が接続されていることが好ましい。
【００１８】
　前記凝集反応槽にドレン配管を設け、当該ドレン配管にドレン弁を設けてもよい。
【００１９】
　前記生物処理装置からの余剰汚泥を凝集反応槽又は混合槽へ送る前に貯留する余剰汚泥
貯留槽をさらに具備してもよい。
【００２０】
　屎尿及び／又は有機性汚泥を破砕する破砕装置をさらに具備し、予め破砕された屎尿及
び／又は有機性汚泥を含む有機性廃水を処理対象とすることもできる。
【００２１】
　前記脱水装置は、凝集剤を添加した混合汚泥に対しては濃縮機として作用し、凝集剤を
添加していない混合汚泥に対してはしさ分離機として作用するスクリーンと、
当該スクリーンの下流に位置づけられている脱水機と、
を含み、当該スクリーンからの分離水及び当該脱水機からの分離水をそれぞれ別個にＭＡ
Ｐ回収装置に送る経路と分離液貯留槽とに送る経路とに切り替える切替弁をさらに具備す
るものでも、スクリーンとして機能する濃縮部と、当該濃縮部の後段に圧搾部と、を具備
し、当該濃縮部からの分離水及び当該圧搾部からの分離水をそれぞれ別個にＭＡＰ回収装
置に送る経路と分離液貯留槽に送る経路とに切り替える切替弁をさらに具備するものでも
よい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の有機性廃水処理方法によれば、発生する脱水ケーキの低含水率化及び減容化を
達成しながら、脱水処理に必要な凝集剤添加量及び生物処理に必要な水素供与体としての
薬品添加量を削減することができるので、維持管理費を削減できると共に、化成肥料とし
て有用なＭＡＰを効率的に回収することができる。また、屎尿及び／又は有機性汚泥のみ
に凝集剤を添加した汚泥Ｃを脱水処理する工程、もしくは余剰汚泥のみに凝集剤を添加し
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た汚泥Ｄを脱水処理する工程との切替を行う場合には、薬剤の添加量をさらに制御できる
ので、無駄がなく、維持管理費をさらに削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機性廃水の処理装置及び当該処理装置を用いた有機
性廃水処理方法のフローの説明図である。
【図２】本発明の別の実施形態に係る有機性廃水の処理装置及び当該処理装置を用いた有
機性廃水処理方法のフローの説明図である。
【図３】本発明の更に別の実施形態にかかる有機性廃水の処理装置及び当該処理装置を用
いた有機性廃水処理方法のフローの説明図である。
【図４】本発明の更に別の実施形態にかかる有機性廃水の処理装置及び当該処理装置を用
いた有機性廃水処理方法のフローの説明図である。
【図５】混合汚泥Ａ及び汚泥Ｂの切り替え及び連動するＭＡＰ回収への切り替え例を示す
説明図である。
【図６】混合汚泥Ａ、汚泥Ｂ及び汚泥Ｃの切り替え及び連動するＭＡＰ回収への切り替え
例を示す説明図である。
【図７】混合汚泥Ａ、汚泥Ｂ及び汚泥Ｄの切り替え及び連動するＭＡＰ回収への切り替え
例を示す説明図である。
【図８】混合汚泥Ａ、汚泥Ｂ、汚泥Ｃ及び汚泥Ｄの切り替え及び連動するＭＡＰ回収への
切り替え例を示す説明図である。
【好ましい実施形態】
【００２４】
　図１～４に、本発明の有機性廃水の処理装置の概略と当該処理装置を用いた処理フロー
の概略を示す。図１～４において共通する構成要素には同じ符号を付し、類似する構成要
素には添え字Ａを付した。また、図１～４は、本発明の有機性廃水処理装置の代表的な基
本構成を示したものであり、相互に置換可能な構成要素を含む。以下の説明では、図１～
４に特有な構成を説明した後、共通する構成と、相違するが置換可能な構成とを説明する
。
【００２５】
　図１に示す屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水
処理した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置は、屎尿受入槽及
び浄化槽汚泥受入槽からの屎尿及び浄化槽汚泥（有機性汚泥）を一時貯留するための中継
槽８０と、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽２０と、凝集
反応槽２０の下流に位置づけられている脱水装置４０と、屎尿及び／又は有機性汚泥を凝
集反応槽２０に送る配管３０と、凝集反応槽２０を経由せずに屎尿及び／又は有機性汚泥
を脱水装置４０に送るバイパス配管３０Ａと、高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得
られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置
９０と、脱水装置４０の下流に位置づけられ、脱水装置４０からの分離液及びＭＡＰ回収
装置９０からの脱離液を貯留する分離液貯留槽５０と、脱水装置４０からの分離液をＭＡ
Ｐ回収装置９０に送る経路又は分離液貯留槽５０に送る経路に切り替える分離液切替弁Ｖ
ｐと、分離液貯留槽５０の下流に位置づけられ、分離液を生物処理する生物処理槽６０と
、生物処理槽６０の下流に位置づけられている固液分離槽６１と、固液分離槽６１におい
て発生する余剰汚泥を一時貯留するための余剰汚泥貯留槽６５と、余剰汚泥を凝集反応槽
２０又は凝集反応槽２０の直前に送る余剰汚泥送液配管（Ａ）６２－６３と、を具備する
。さらに、固液分離槽６１からの汚泥を生物処理槽６０に戻す汚泥戻し配管６２Ａ、及び
、屎尿及び／又は有機性汚泥を中継槽８０にて貯留する前に屎尿及び／又は有機性汚泥を
予め破砕する破砕装置Ｃが設けられている。
【００２６】
　図２に示す屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水
処理した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置は、屎尿受入槽及
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び浄化槽汚泥受入槽からの屎尿及び浄化槽汚泥（有機性汚泥）を一時貯留するための中継
槽８０と、屎尿及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加する凝集反応槽２０と、凝集
反応槽２０の下流に位置づけられている脱水装置４０と、屎尿及び／又は有機性汚泥を凝
集反応槽２０に送る配管３０と、凝集反応槽２０を経由せずに屎尿及び／又は有機性汚泥
を脱水装置４０に送るバイパス配管３０Ａと、高分子凝集剤を添加した汚泥を脱水して得
られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ回収装置
９０と、脱水装置４０の下流に位置づけられ、脱水装置４０からの分離液及びＭＡＰ回収
装置９０からの脱離液を貯留する分離液貯留槽５０と、脱水装置４０からの分離液をＭＡ
Ｐ回収装置９０に送る経路又は分離液貯留槽５０に送る経路に切り替える分離液切替弁Ｖ
ｐと、分離液貯留槽５０の下流に位置づけられ、分離液を生物処理する生物処理槽６０と
、生物処理槽６０の下流に位置づけられている固液分離槽６１と、固液分離槽６１におい
て発生する余剰汚泥を、屎尿及び／又は有機性汚泥と混合する混合槽１０と、固液分離槽
６１から余剰汚泥を混合槽１０又は混合槽１０の直前に送る余剰汚泥送液配管（Ｂ）６２
－６４と、を具備する。さらに、固液分離槽６１からの汚泥を生物処理槽６０に戻す汚泥
戻し配管６２Ａ、及び、屎尿及び／又は有機性汚泥を中継槽８０にて貯留する前に屎尿及
び／又は有機性汚泥を予め破砕する破砕装置Ｃが設けられている。混合槽１０又はその直
前の配管には、凝集剤を添加する凝集剤添加配管が接続されている。
【００２７】
　図２に示す実施形態において、混合槽１０は屎尿及び／又は有機性汚泥と余剰汚泥とを
混合できるものであれば特に限定されず通常の混合槽を用いることができるが、装置構成
が容易であるためラインミキサとすることが特に好ましい。ラインミキサとしては通常の
ラインミキサを制限なく用いることができるが、外部のモーターで駆動される撹拌翼を配
管内に設けたラインミキサが好ましい。また、設置するラインミキサの数は、屎尿及び／
又は有機性汚泥並びに余剰汚泥の処理量に応じて単数でも複数でもよい。
【００２８】
　図１及び図２に示す装置において、配管３０及びバイパス配管３０Ａには、切替弁Ｖ１
及びＶ２がそれぞれ設けられており、屎尿及び／又は有機性汚泥の経路を切り替える。切
替弁Ｖ１及びＶ２としては、公知の自動切替弁を用いることができ、例えば、空気作動弁
、電磁弁、電動弁などを用いることができる。しかし、図１及び図２において、凝集反応
槽として、高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応
槽２０Ａを用いる場合には、高分子凝集剤の添加の有無を凝集剤反応槽２０Ａにて制御す
ることができるため、バイパス配管３０Ａ及び切替弁Ｖ１、Ｖ２を省略してもよい（図３
及び図４参照）。また、図１及び図２において、配管３０は中継槽８０と接続しており、
バイパス配管３０Ａは配管３０から分岐しているが、配管３０及びバイパス配管３０Ａを
個別に中継槽８０に接続させてもよい。この場合、切替弁Ｖ１、Ｖ２に代えて、配管３０
及びバイパス配管３０Ａに専用のポンプ又は破砕機を設けて、流れを切り替えてもよい。
【００２９】
　図３に示す屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水
処理した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置は、屎尿受入槽及
び浄化槽汚泥受入槽からの屎尿及び浄化槽汚泥（有機性汚泥）を一時貯留するための中継
槽８０と、高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応
槽２０Ａと、屎尿及び／又は有機性汚泥を凝集反応槽２０Ａに送る配管３０と、凝集反応
槽２０Ａの下流に位置づけられている脱水装置４０と、高分子凝集剤を添加した汚泥を脱
水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）を回収するＭＡＰ
回収装置９０と、脱水装置４０の下流に位置づけられ、脱水装置４０からの分離液及びＭ
ＡＰ回収装置９０からの脱離液を貯留する分離液貯留槽５０と、脱水装置４０からの分離
液をＭＡＰ回収装置９０に送る経路又は分離液貯留槽５０に送る経路に切り替える分離液
切替弁Ｖｐと、分離液貯留槽５０の下流に位置づけられ、分離液を生物処理する生物処理
槽６０と、生物処理槽６０の下流に位置づけられている固液分離槽６１と、固液分離槽６
１から余剰汚泥を凝集反応槽２０Ａ又は凝集反応槽２０Ａの直前に送る余剰汚泥送液配管
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（Ａ）６２－６３と、を具備する。さらに、固液分離槽６１からの汚泥を生物処理槽６０
に戻す汚泥戻し配管６２Ａ、及び、屎尿及び／又は有機性汚泥を中継槽８０にて貯留する
前に屎尿及び／又は有機性汚泥を予め破砕する破砕装置Ｃも設けられている。また、凝集
剤反応槽２０Ａには、ドレン配管２１が接続されている。ドレン配管２１にはドレン弁Ｖ
３が設けられている。ドレン配管２１は、中継槽８０に接続されている。
【００３０】
　図４に示す屎尿及び／又は有機性汚泥、及び生物処理において発生する余剰汚泥を脱水
処理した後に得られる分離液を生物処理するための有機性廃水処理装置は、屎尿受入槽及
び浄化槽汚泥受入槽からの屎尿及び浄化槽汚泥（有機性汚泥）を一時貯留するための中継
槽８０と、高分子凝集剤の添加を制御する凝集剤添加制御機構が設けられている凝集反応
槽２０Ａと、凝集反応槽２０Ａの下流に位置づけられている脱水装置４０と、高分子凝集
剤を添加した汚泥を脱水して得られる分離液からリン酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡ
Ｐ）を回収するＭＡＰ回収装置９０と、脱水装置４０の下流に位置づけられ、脱水装置４
０からの分離液及びＭＡＰ回収装置９０からの脱離液を貯留する分離液貯留槽５０と、脱
水装置４０からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送る経路又は分離液貯留槽５０に送る経
路に切り替える分離液切替弁Ｖｐと、分離液貯留槽５０の下流に位置づけられ、分離液を
生物処理する生物処理槽６０と、生物処理槽６０の下流に位置づけられている固液分離槽
６１と、固液分離槽６１からの余剰汚泥を屎尿及び／又は有機性汚泥と混合する混合槽１
０と、生物処理槽６０及び固液分離槽６１から余剰汚泥を混合槽１０又は混合槽１０の直
前に送る余剰汚泥送液配管（Ｂ）６２－６４と、を具備する。さらに、固液分離槽６１か
らの汚泥を生物処理槽６０に戻す汚泥戻し配管６２Ａも設けられている。混合槽１０又は
その直前には、高分子凝集剤を添加する凝集剤添加配管が接続されている。また、凝集剤
反応槽２０Ａには、ドレン配管２１が接続されている。ドレン配管２１にはドレン弁Ｖ３
が設けられている。ドレン配管２１は、中継槽８０に接続されている。
【００３１】
　図４に示す実施形態において、混合槽１０は屎尿及び／又は有機性汚泥と余剰汚泥とを
混合できるものであれば特に限定されず通常の混合槽を用いることができるが、装置構成
が容易であるためラインミキサとすることが特に好ましい。ラインミキサとしては通常の
ラインミキサを制限なく用いることができるが、外部のモーターで駆動される撹拌翼を配
管内に設けたラインミキサが好ましい。また、設置するラインミキサの数は、屎尿及び／
又は有機性汚泥並びに余剰汚泥の処理量に応じて単数でも複数でもよい。
【００３２】
　図１～４において、凝集反応槽２０及び２０Ａは、屎尿及び／又は有機性汚泥と、添加
した余剰汚泥及び高分子凝集剤と、を撹拌混合して、凝集フロックを形成できればよく、
公知の撹拌装置を具備する槽を用いることもできる。汚泥と高分子凝集剤との混合は、汚
泥の細部にまで高分子凝集剤を均一に分散させるために、撹拌することが好ましい。これ
により、高分子凝集剤の添加量を削減でき、凝集汚泥が緻密になるため脱水処理後の脱水
ケーキの含水率を低減できる。撹拌する手段としては、撹拌翼、シャフト、モーターから
構成される通常の撹拌機を好適に挙げることができる。図１及び２においては、凝集剤添
加制御機構を有していない凝集反応槽２０としたが、凝集剤添加制御機構を有する凝集反
応槽２０Ａとしてもよい。
【００３３】
　図１～４において、脱水装置４０は、高分子凝集剤を添加した汚泥Ａ、Ｃ及びＤに対し
ては濃縮機として作用し、高分子凝集剤を添加していない汚泥Ｂに対してはしさ分離機と
して作用するスクリーン４１と、スクリーン４１の下流に位置づけられている脱水機４２
と、を含む。スクリーン４１は、目幅０．７～６ｍｍを有することが好ましい。目幅が広
すぎると、小さな夾雑物を除去できないため、しさ分離機として機能しない。目幅が狭す
ぎると、目詰まりにより流量負荷が過剰になる。スクリーン４１は、回転式、重力式、加
圧式のいずれの型式でもよい。脱水機４２は、通常の脱水機、たとえば遠心脱水機、ベル
トプレス型脱水機、フィルタープレス型脱水機、スクリュープレス型脱水機、ロータリー
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プレス型脱水機、電気浸透式脱水機などを用いることができる。特に、スクリュープレス
脱水機は、低動力で低含水率を達成することができるので好ましい。スクリュープレス脱
水機は、円筒形外筒の内部に、円筒形外筒と同心のスクリュー軸及びスクリュー羽根を備
え、混合汚泥供給側の濃縮部と、円筒形外筒とスクリュー軸との間の空間が混合汚泥の進
行方向に向かって次第に狭くなる脱水ケーキ排出側の圧搾部と、が形成されており、円筒
形外筒に分離液排出用の複数の開孔を備える。軸摺動型スクリュープレス脱水機は、脱水
汚泥出口方向と並行にスクリュー軸が移動し、脱水汚泥を強制排出する機構を有する。こ
れらのスクリュープレス脱水機を用いることで、脱水ケーキの含水率を大幅に低下させる
ことができる。また、スクリーン機能を奏する濃縮部を前段に含みスクリーンと脱水機と
が一体化されている脱水装置ばかりでなく、独立したスクリーンと脱水機とを組み合わせ
てなる脱水装置を用いることもできる。
【００３４】
　脱水装置４０からの分離液を分離液貯留槽５０に送る経路４０ａ又はＭＡＰ回収装置９
０に送る経路４０ｂのいずれかに切り替える分離液切替弁Ｖｐは、脱水装置４０からの分
離液を送る配管４３に設けられている。なお、図１において第２切替弁Ｖｐは経路４０ａ
と４０ｂの両者に設けられているが、これらをまとめてＶｐとして説明する。
【００３５】
　脱水装置４０の拡大図に示すように、脱水装置４０として、スクリーン４１及び脱水機
４２を含む場合には、スクリーン４１からの分離液用配管４１ａに、ＭＡＰ回収装置９０
に送る経路４０ｂと分離液貯留槽５０に送る経路４０ａとのいずれかに切り替える切替弁
Ｖｐ１及びＶｐ２が設けられている。
【００３６】
　切替弁Ｖ１、Ｖ２、Ｖｐ、Ｖｐ１、Ｖｐ２としては、公知の自動切替弁を用いることが
でき、例えば、空気作動弁、電磁弁、電動弁などを用いることができる。切替弁Ｖ１、Ｖ
２、Ｖｐ、Ｖｐ１、Ｖｐ２は連動しており、Ｖ１が「開」、Ｖ２が「閉」の場合にＶｐ又
はＶｐ１及びＶｐ２は経路４０ｂに切り替え、Ｖ１が「閉」、Ｖ２が「開」の場合にＶｐ
又はＶｐ１及びＶｐ２は経路４０ａに切り替える。
【００３７】
　図１～図４において、ＭＡＰ回収装置９０は、リン酸イオン、アンモニウムイオン及び
マグネシウムイオンの反応によって生成するＭＡＰの晶析現象を利用して、リンとアンモ
ニウムイオンを含む汚泥にマグネシウム源（塩化マグネシウム、水酸化マグネシウム等）
を添加して、過飽和状態で種晶と接触させ、種晶表面にＭＡＰ回収を晶析させて回収する
装置であり、マグネシウム源添加手段、ｐＨ調整剤添加手段を具備する従来公知の晶析反
応槽を用いることができるが、高速処理を可能とする流動式が好ましい。ｐＨ調整剤添加
手段は、ＭＡＰ回収装置９０に送られる第２分離液のｐＨをＭＡＰ晶析反応に適するｐＨ
範囲７．５～１０．０に調節するためにｐＨ調整剤を添加する手段であり、従来公知のも
のでよい。
【００３８】
　ＭＡＰ回収装置９０には、ＭＡＰ又は化成肥料を取り出す製品取出用配管９２、及びＭ
ＡＰ又は化成肥料を取り出した後の脱離液を分離液貯留槽５０に送る脱離液用配管９１が
設けられている。
【００３９】
　図１～４において、分離液貯留槽５０並びに生物処理槽６０及び固液分離槽６１は、通
常の有機性廃水処理で用いられる装置でよい。固液分離槽６１は固液分離機能を有するも
のであればよく、例えば、膜分離設備、遠心濃縮機、ベルト濃縮機に代えてもよい。また
、固液分離槽６１を設ける代わりに、生物処理槽に分離膜を設けてもよい。分離液貯留槽
５０には、ＭＡＰ回収装置９０からの脱離液及びプラント内の雑排水も送液され、後段の
生物処理に送られるまで一定時間貯留される。分離液貯留槽５０は、分離液の組成変動を
緩和するために、分離液を少なくとも０．５日間貯留できる容量を有することが好ましい
。生物処理槽６０は、脱窒素処理、嫌気性処理又は好気性処理を行う装置であることが好
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ましい。また、脱水装置４０にて得られる含水率７０％以下の脱水ケーキは、堆肥及び助
燃剤として再利用できるため、用途に応じて適宜振り分ける脱水汚泥振分コンベア７０を
設けてもよい。
【００４０】
　図１～４に示す装置では、破砕後の屎尿及び／又は有機性汚泥を一時的に貯留する中継
槽８０、及び余剰汚泥送液配管（Ａ）６２－６３又は余剰汚泥送液配管（Ｂ）６２－６４
に余剰汚泥を一時貯留する余剰汚泥貯留槽６５を設けているが、これらの槽は省略しても
よい。
【００４１】
　なお、本発明の処理装置の構成は上述の構成に限定されるものではなく、特許請求の範
囲の記載を逸脱しない限りにおいて種々変更してもよい。図２及び４において、凝集反応
槽２０又は２０Ａの上流側に混合槽１０を複数設けてもよい。図３及び４において、凝集
反応槽２０Ａからのドレン配管２１の接続先は、中継槽８０として示しているが、前段に
ある屎尿及び浄化槽汚泥の受入槽でも、余剰汚泥貯留槽６５でもよく、ドレン配管２１及
びドレン弁Ｖ３を設けなくてもよい。また、図１及び２において、バイパス経路３０Ａと
切替弁Ｖ１及びＶ２を設けているが、バイパス経路３０Ａを中継槽８０に接続させて、切
替弁Ｖ１及びＶ２の代わりに専用のポンプや破砕装置を設けて切り替えるようにしてもよ
い。さらに、図１～図４において、分離液切替弁Ｖｐを経路４０ａと４０ｂの両者にそれ
ぞれ設けているが、経路４０ａと４０ｂとの切り替え点に３方弁を１個設けてもよい。同
様に、スクリーン４１からの分離液用配管４１ａからの経路にも２個の切替弁Ｖｐ１及び
Ｖｐ２を設けているが、切り替え点に３方弁を１個設けてもよい。
【００４２】
　次に、本発明の有機性廃水の処理方法を説明する。
【００４３】
　処理対象となる有機性廃水は、屎尿及び／又は浄化槽汚泥（有機性汚泥）を含む。通常
、屎尿及び浄化槽汚泥は、トイレットペーパーなどの夾雑物を含有しており、まず破砕処
理が行われる。従来は、破砕後の夾雑物を除去する前処理が行われていたが、最近では前
処理を行わず夾雑物を含有したままの屎尿及び浄化槽汚泥を処理することも行われている
。本発明では、夾雑物の含有の有無にかかわらず、また、屎尿と浄化槽汚泥との混合比率
にかかわらず、破砕の程度及び有無にかかわらず、屎尿及び／又は浄化槽汚泥を含む有機
性廃水を処理対象とすることができる。
【００４４】
　本発明の有機性廃水の処理方法は、（１）屎尿及び／又は有機性汚泥に、余剰汚泥と、
凝集剤とを添加した汚泥Ａを脱水処理する工程と、（２）余剰汚泥及び凝集剤を添加せず
に、屎尿及び／又は有機性汚泥を含む汚泥Ｂを直接脱水処理する工程とを切り替えて行う
ことを特徴とする。汚泥Ａと汚泥Ｂとの切り替えは、切替弁Ｖ１及びＶ２の開閉作動又は
凝集反応槽２０Ａへの凝集剤の添加の有無によって行われる（図５参照）。
【００４５】
　図１に示す処理装置でのフローを説明する。汚泥Ａ及び汚泥Ｂの切り替えは、図５（ａ
）～（ｃ）に示す。
【００４６】
　屎尿及び／又は浄化槽汚泥（有機性汚泥）は受入槽から中継槽８０に送られ、貯留され
る。切替弁Ｖ１を開放し、切替弁Ｖ２を閉鎖すると、屎尿及び／又は有機性汚泥（以下「
有機性廃水」という）は、中継槽８０から経路３０を通って凝集反応槽２０に送られる。
凝集反応槽２０には、余剰汚泥送配管６３を通して余剰汚泥貯留槽６５から生物処理にお
いて発生した余剰汚泥も送られる。凝集反応槽２０にて、屎尿及び／又は有機性汚泥、及
び余剰汚泥に高分子凝集剤が添加され、汚泥Ａが形成される。凝集フロックを含む汚泥Ａ
は、脱水装置４０に送られ、スクリーン４１で濃縮され、さらに脱水機４２で脱水されて
、分離液と脱水ケーキとに分けられる。分離液は、ＭＡＰ回収装置９０に送られる。ＭＡ
Ｐ回収装置９０では、通常のＭＡＰ回収と同様に、マグネシウム源が添加された後、晶析
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法によりＭＡＰを析出させて沈殿物を回収する。回収されたＭＡＰは化成肥料として再利
用することができる。
【００４７】
　凝集剤としてさらに無機凝集剤を汚泥Ａに添加してもよい。この場合には、スクリーン
４１の下流側末端で無機凝集剤を添加する。無機凝集剤を添加した場合は、分離液切替弁
Ｖｐ１を開いてスクリーン４１からの分離液だけを経路４０ｂを介してＭＡＰ回収装置９
０に送り、脱水機４２からの分離液は経路４３を介して分離液貯留槽５０に送る。分離液
貯留槽５０に送られ、所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分
離槽６１にて固液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに
高度処理に供された後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配
管６２Ａを通って生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰
汚泥貯留槽６５に送られる。
【００４８】
　次に、切替弁Ｖ１を閉鎖して、切替弁Ｖ２を開放すると、有機性汚泥は、中継槽８０か
らバイパス経路３０Ａを通って脱水装置４０に直接送られる。余剰汚泥及び高分子凝集剤
が添加されていない汚泥Ｂは、脱水装置４０のスクリーン４１にて、しさ分離され、脱水
機４２にて脱水処理される。このとき、経路４１ａの分離液切替弁Ｖｐ１は閉鎖され、Ｖ
ｐ２は開放されており、スクリーン４１にてしさ分が除去された分離液は、脱水機４２か
ら経路４３に流出されている分離液と合流して経路４０ａを介して分離液貯留槽５０に送
られ、所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６１にて固
液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処理に供さ
れた後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２Ａを通っ
て生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯留槽６５
に送られる。
【００４９】
　図２に示す処理装置は、図１に示す処理装置に加えて、配管３０において凝集反応槽２
０の上流側に、有機性廃水に、余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥を混合する混合槽１０
を設けている。混合槽１０には、高分子凝集剤を添加する凝集剤添加配管が接続されてい
る。混合槽１０では、高分子凝集剤の凝集力を低下させることなく、混合汚泥に均一に分
散させ、混合汚泥の細部にまで浸透させ、混合汚泥の表面電荷の中和と、高分子の吸着又
は架橋作用による凝集とを同時に行わせるため、混合汚泥と凝集剤とを１０００回転／分
以上の撹拌翼の回転数で撹拌することが好ましい。
【００５０】
　図２に示す処理装置でのフローでは、切替弁Ｖ１を開放し、切替弁Ｖ２を閉鎖すると、
中継槽８０からの有機性廃水は、中継槽８０から経路３０を通って混合槽１０に送られる
。混合槽１０には、余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥も送られ、さらに凝集剤添加配管
から高分子凝集剤が添加されて、有機性廃水と混合され、汚泥Ａとなる。汚泥Ａには、凝
集反応槽２０にてさらに高分子凝集剤が添加され、凝集フロックが形成される。凝集フロ
ックを含む汚泥Ａは、脱水装置４０に送られ、スクリーン４１で濃縮され、さらに脱水機
４２で脱水されて、分離液と脱水ケーキとに分けられる。分離液は、ＭＡＰ回収装置９０
に送られる。ＭＡＰ回収装置９０では、通常のＭＡＰ回収と同様に、マグネシウム源が添
加された後、晶析法によりＭＡＰを析出させて沈殿物を回収する。回収されたＭＡＰは化
成肥料として再利用することができる。
【００５１】
　凝集剤としてさらに無機凝集剤を汚泥Ａに添加してもよい。この場合には、スクリーン
４１の下流側末端で無機凝集剤を添加する。無機凝集剤を添加した場合は、分離液切替弁
Ｖｐ１を開いてスクリーン４１からの分離液だけを経路４０ｂを介してＭＡＰ回収装置９
０に送り、脱水機４２からの分離液は経路４３を介して分離液貯留槽５０に送る。分離液
貯留槽５０にて所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６
１にて固液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処
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理に供された後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２
Ａを通って生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯
留槽６５に送られる。
【００５２】
　次に、切替弁Ｖ１を閉鎖して、切替弁Ｖ２を開放すると、有機性汚泥は、中継槽８０か
らバイパス経路３０Ａを通って脱水装置４０に直接送られる。余剰汚泥及び高分子凝集剤
が添加されていない汚泥Ｂは、脱水装置４０のスクリーン４１にて、しさ分離され、脱水
機４２にて脱水処理される。このとき、経路４１ａの分離液切替弁Ｖｐ１は閉鎖され、Ｖ
ｐ２は開放されており、スクリーン４１にてしさ分が除去された分離液は、脱水機４２か
ら経路４３に流出されている分離液と合流して経路４０ａを介して分離液貯留槽５０に送
られ、所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６１にて固
液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処理に供さ
れた後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２Ａを通っ
て生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯留槽６５
に送られる。
【００５３】
　バイパス配管３０Ａ及び切替弁Ｖ１，Ｖ２の切り替えではなく、凝集剤の添加のタイミ
ングを制御する場合の汚泥Ａ及びＢの切り替え例を図５（ｄ）～（ｆ）に示す。
【００５４】
　図３に示す処理装置でのフローでは、中継槽８０からの有機性廃水は、凝集反応槽２０
Ａに送られる。凝集反応槽２０Ａには、余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥も送られ、さ
らに高分子凝集剤が添加されて、有機性廃水と余剰汚泥と高分子凝集剤とが混合した汚泥
Ａとなる。凝集フロックを含む汚泥Ａは、脱水装置４０に送られ、スクリーン４１で濃縮
され、さらに脱水機４２で脱水されて、分離液と脱水ケーキとに分けられる。分離液は、
ＭＡＰ回収装置９０に送られる。ＭＡＰ回収装置９０では、通常のＭＡＰ回収と同様に、
マグネシウム源が添加された後、晶析法によりＭＡＰを析出させて沈殿物を回収する。回
収されたＭＡＰは化成肥料として再利用することができる。
【００５５】
　凝集剤としてさらに無機凝集剤を汚泥Ａに添加してもよい。この場合には、スクリーン
４１の下流側末端で無機凝集剤を添加する。無機凝集剤を添加した場合は、分離液切替弁
Ｖｐ１を開いてスクリーン４１からの分離液だけを経路４０ｂを介してＭＡＰ回収装置９
０に送り、脱水機４２からの分離液は経路４３を介して分離液貯留槽５０に送る。分離液
貯留槽５０にて所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６
１にて固液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処
理に供された後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２
Ａを通って生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯
留槽６５に送られる。
【００５６】
　次に、中継槽８０からの有機性廃水は、凝集反応槽２０Ａに送られるが、余剰汚泥及び
高分子凝集剤の添加無しに、汚泥Ｂとして脱水装置４０に送られる。汚泥Ｂは、脱水装置
４０のスクリーン４１にて、しさ分離され、脱水機４２にて脱水処理される。このとき、
経路４１ａの分離液切替弁Ｖｐ１は閉鎖され、Ｖｐ２は開放されており、スクリーン４１
にてしさ分が除去された分離液は、脱水機４２から経路４３に流出されている分離液と合
流して経路４０ａを介して分離液貯留槽５０に送られ、所定時間貯留された後、生物処理
槽６０にて生物処理され、固液分離槽６１にて固液分離される。固液分離された水は浄化
水として放流されるか又はさらに高度処理に供された後に放流される。固液分離された汚
泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２Ａを通って生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は
余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯留槽６５に送られる。
【００５７】
　次に、凝集反応槽２０Ａに接続されているドレン配管２１に設けられているドレン弁Ｖ
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３を開放し、凝集反応槽２０Ａに残留している有機性廃水を中継槽８０に戻す（図５（ｄ
）～（ｆ）のフローにおいて「汚泥」の欄が空白で示される時間帯であり、脱水処理に送
られる汚泥がないことを意味する。図６～８にて同じ）。その後、ドレンＶ３を閉鎖して
、汚泥Ａの処理に戻る。
【００５８】
　図４に示す処理装置でのフローでは、中継槽８０からの有機性廃水は、混合槽１０に送
られる。混合槽１０には、余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥も送られ、さらに凝集剤添
加配管から高分子凝集剤が添加されて、有機性廃水と混合され、汚泥Ａとなる。汚泥Ａに
は、凝集反応槽２０Ａにてさらに高分子凝集剤が添加され、凝集フロックが形成される。
凝集フロックを含む汚泥Ａは、脱水装置４０に送られ、スクリーン４１で濃縮され、さら
に脱水機４２で脱水されて、分離液と脱水ケーキとに分けられる。分離液は、ＭＡＰ回収
装置９０に送られる。ＭＡＰ回収装置９０では、通常のＭＡＰ回収と同様に、マグネシウ
ム源が添加された後、晶析法によりＭＡＰを析出させて沈殿物を回収する。回収されたＭ
ＡＰは化成肥料として再利用することができる。
【００５９】
　凝集剤としてさらに無機凝集剤を汚泥Ａに添加してもよい。この場合には、スクリーン
４１の下流側末端で無機凝集剤を添加する。無機凝集剤を添加した場合は、分離液切替弁
Ｖｐ１を開いてスクリーン４１からの分離液だけを経路４０ｂを介してＭＡＰ回収装置９
０に送り、脱水機４２からの分離液は経路４３を介して分離液貯留槽５０に送る。分離液
貯留槽５０にて所定時間貯留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６
１にて固液分離される。固液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処
理に供された後に放流される。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２
Ａを通って生物処理槽６０に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯
留槽６５に送られる。
【００６０】
　次に、中継槽８０からの有機性廃水は、混合槽１０を経由して凝集反応槽２０Ａに送ら
れるが、余剰汚泥及び高分子凝集剤の添加無しに、汚泥Ｂとして脱水装置４０に送られる
。汚泥Ｂは、脱水装置４０のスクリーン４１にて、しさ分離され、脱水機４２にて脱水処
理される。このとき、経路４１ａの分離液切替弁Ｖｐ１は閉鎖され、Ｖｐ２は開放されて
おり、スクリーン４１にてしさ分が除去された分離液は、脱水機４２から経路４３に流出
されている分離液と合流して経路４０ａを介して分離液貯留槽５０に送られ、所定時間貯
留された後、生物処理槽６０にて生物処理され、固液分離槽６１にて固液分離される。固
液分離された水は浄化水として放流されるか又はさらに高度処理に供された後に放流され
る。固液分離された汚泥は、返送汚泥として汚泥戻し配管６２Ａを通って生物処理槽６０
に戻され、余剰汚泥は余剰汚泥送配管６２を通って余剰汚泥貯留槽６５に送られる。
【００６１】
　次に、凝集反応槽２０Ａに接続されているドレン配管２１に設けられているドレン弁Ｖ
３を開放し、凝集反応槽２０Ａに残留している有機性廃水を中継槽８０に戻す。その後、
ドレン弁Ｖ３を閉鎖して、汚泥Ａの処理に戻る。
【００６２】
　本発明においては、汚泥Ａ及び汚泥Ｂの切り替えに加えて、余剰汚泥を添加せずに屎尿
及び／又は有機性汚泥に高分子凝集剤を添加した汚泥Ｃ、及び／又は余剰汚泥に高分子凝
集剤を添加した汚泥Ｄの切り替えを行うこともできる。
【００６３】
　図１及び図３に示す処理装置でのフローにおいては、中継槽８０からの有機性廃水を凝
集反応槽２０又は２０Ａに送り、凝集反応槽２０又は２０Ａに高分子凝集剤を添加するが
、余剰汚泥を凝集反応槽２０又は２０Ａに送らないことにより、汚泥Ｃが形成される。汚
泥Ｄは、中継槽８０から有機性廃水を送らずに、余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥を凝
集反応槽２０又は２０Ａに送り、高分子凝集剤を添加することにより形成される。
【００６４】
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　図２及び図４に示す処理装置でのフローにおいては、中継槽８０からの有機性廃水を混
合槽１０を経由して凝集反応槽２０又は２０Ａに送り、混合槽１０にて余剰汚泥及び高分
子凝集剤を添加せず、凝集反応槽２０又は２０Ａにて有機性廃水に高分子凝集剤を添加す
ることにより、汚泥Ｃが形成される。汚泥Ｄは、中継槽８０から有機性廃水を送らずに、
余剰汚泥貯留槽６５からの余剰汚泥を混合槽１０に送り高分子凝集剤を添加した後、凝集
反応槽２０又は２０Ａに送り、凝集剤を添加することにより形成される。
【００６５】
　汚泥Ａ、Ｂ及びＣの切り替えについて、図６を参照しながら説明する。図６（１）～（
３）は図１及び図２に示す処理装置における切り替えの一例であり、図６（４）～（６）
は図３及び図４に示す処理装置における切り替えの一例である。汚泥Ａ、Ｂ及びＣの切り
替えは、余剰汚泥の発生量が少ない場合に行うことができる。
【００６６】
　図１及び図２に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、切替弁Ｖ１を開放し且つＶ２を閉鎖したまま、凝集反応槽２０又は混
合槽１０への余剰汚泥の送液を止めて、凝集反応槽２０（及び図２においては混合槽１０
）にて有機性廃水に高分子凝集剤を添加し汚泥Ｃを形成して処理する。このとき、脱水装
置４０からの分離液の経路の切り替えは汚泥Ａに関して上述した態様で行い、スクリーン
４１からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送りＭＡＰ回収を行うと共に、脱水機４２から
の分離液は生物処理槽６０にて生物処理する。次いで、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて
上述したように切替弁Ｖ１を閉鎖し且つＶ２を開放して、汚泥Ｂを形成して脱水処理し、
脱水装置４０からの分離液を生物処理する。
【００６７】
　図３及び図４に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、凝集反応槽２０Ａ又は混合槽１０への余剰汚泥の送液を止め、凝集反
応槽２０Ａ（及び図４においては混合槽１０）にて有機性廃水に高分子凝集剤を添加して
汚泥Ｃを形成して脱水処理し、スクリーン４１からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送り
ＭＡＰ回収を行うと共に、脱水機４２からの分離液は生物処理槽６０にて生物処理する。
次いで、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上述したように、凝集反応槽２０Ａにおける高
分子凝集剤の添加を止め汚泥Ｂを形成して脱水処理及び脱水装置４０からの分離液を生物
処理する。さらに、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上述したように、ドレン弁Ｖ３を開
放して、凝集反応槽２０Ａに残留している有機性廃水を中継槽８０に戻し、その後、ドレ
ン弁Ｖ３を閉鎖して、汚泥Ａの処理及びＭＡＰ回収に戻る。
【００６８】
　汚泥Ａ、Ｂ及びＤの切り替えについて、図７を参照しながら説明する。図７（１）～（
３）は図１及び図２に示す処理装置における切り替えの一例であり、図７（４）～（６）
は図３及び図４に示す処理装置における切り替えの一例である。汚泥Ａ、Ｂ及びＤの切り
替えは、余剰汚泥の発生量が多い場合に行うことができる。
【００６９】
　図１及び図２に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、切替弁Ｖ１及びＶ２を閉鎖して有機性廃水の供給を止め、凝集反応槽
２０又は混合槽１０へ余剰汚泥を送り、凝集反応槽２０（及び図２においては混合槽１０
）にて余剰汚泥に高分子凝集剤を添加し汚泥Ｄを形成して処理する。このとき、脱水装置
４０からの分離液の経路の切り替えは汚泥Ａに関して上述した態様で行い、スクリーン４
１からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送りＭＡＰ回収を行うと共に、脱水機４２からの
分離液は生物処理槽６０にて生物処理する。次いで、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上
述したように切替弁Ｖ１を閉鎖し且つＶ２を開放して、汚泥Ｂを形成して脱水処理し、脱
水装置４０からの分離液を生物処理する。
【００７０】
　図３及び図４に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、有機性廃水の供給を止め、凝集反応槽２０Ａ又は混合槽１０へ余剰汚
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泥を送り、凝集反応槽２０Ａ（及び図４においては混合槽１０）にて余剰汚泥に高分子凝
集剤を添加して汚泥Ｄを形成して処理する。このとき、脱水装置４０からの分離液の経路
の切り替えは汚泥Ａに関して上述した態様で行い、スクリーン４１からの分離液をＭＡＰ
回収装置９０に送りＭＡＰ回収を行うと共に、脱水機４２からの分離液は生物処理槽６０
にて生物処理する。次いで、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上述したように、凝集反応
槽２０Ａ（及び図４においては混合槽１０）における高分子凝集剤の添加を止め汚泥Ｂを
形成して脱水処理し、脱水装置４０からの分離液を生物処理する。さらに、汚泥Ａ及びＢ
の切り替えについて上述したように、ドレン弁Ｖ３を開放して、凝集反応槽２０Ａに残留
している有機性廃水を中継槽８０に戻し、その後、ドレン弁Ｖ３を閉鎖して、汚泥Ａの処
理及びＭＡＰ回収に戻る。
【００７１】
　汚泥Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの切り替えについて、図８を参照しながら説明する。図８（１）
～（３）は図１及び図２に示す処理装置における切り替えの一例であり、図８（４）～（
６）は図３及び図４に示す処理装置における切り替えの一例である。汚泥Ａ、Ｂ、Ｃ及び
Ｄの切り替えは、屎尿及び有機性汚泥の搬入量が多く余剰汚泥よりも多量の有機性廃水を
処理する時間帯と、余剰汚泥の量が多い時間帯とが混在する場合に行うことができる。
【００７２】
　図１及び図２に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、切替弁Ｖ１及びＶ２を閉鎖して有機性廃水の供給を止め、凝集反応槽
２０又は混合槽１０へ余剰汚泥を送り、凝集反応槽２０（及び図２においては混合槽１０
）にて余剰汚泥に高分子凝集剤を添加し汚泥Ｄを形成して処理する。このとき、脱水装置
４０からの分離液の経路の切り替えは汚泥Ａに関して上述した態様で行い、スクリーン４
１からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送りＭＡＰ回収を行うと共に、脱水機４２からの
分離液は生物処理槽６０にて生物処理する。次いで、切替弁Ｖ１を開放し且つＶ２を閉鎖
したまま、凝集反応槽２０又は混合槽１０への余剰汚泥の送液を止めて、凝集反応槽２０
（及び図２においては混合槽１０）にて有機性廃水に高分子凝集剤を添加し汚泥Ｃを形成
して処理する。このとき、脱水装置４０からの分離液の経路の切り替えは汚泥Ａに関して
上述した態様で行い、スクリーン４１からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送りＭＡＰ回
収を行うと共に、脱水機４２からの分離液は生物処理槽６０にて生物処理する。次いで、
汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上述したように切替弁Ｖ１を閉鎖し且つＶ２を開放して
、汚泥Ｂを形成して脱水処理し、脱水装置４０からの分離液を生物処理する。
【００７３】
　図３及び図４に示す処理装置でのフローは、汚泥Ａ及びＢの切り替えに関して上述した
汚泥Ａの処理の後、有機性廃水の供給を止め、凝集反応槽２０Ａ又は混合槽１０へ余剰汚
泥を送り、凝集反応槽２０Ａ（及び図４においては混合槽１０）にて余剰汚泥に高分子凝
集剤を添加して汚泥Ｄを形成して処理する。凝集反応槽２０Ａ又は混合槽１０への余剰汚
泥の送液を止め、凝集反応槽２０Ａ（及び図４においては混合槽１０）にて有機性廃水に
凝集剤を添加して汚泥Ｃを形成して脱水処理し、スクリーン４１からの分離液をＭＡＰ回
収装置９０に送りＭＡＰ回収を行い、脱水機４２からの分離液を生物処理層６０に送り生
物処理する。次いで、汚泥Ａ及びＢの切り替えについて上述したように、凝集反応槽２０
Ａ（及び図４においては混合槽１０）における高分子凝集剤の添加を止め汚泥Ｂを形成し
て脱水処理し、脱水装置４０からの分離液を生物処理する。さらに、汚泥Ａ及びＢの切り
替えについて上述したように、ドレン弁Ｖ３を開放して、凝集反応槽２０Ａに残留してい
る有機性廃水を中継槽８０に戻し、その後、ドレン弁Ｖ３を閉鎖して、汚泥Ａの処理及び
ＭＡＰ回収に戻る。
【００７４】
　図１～４に示す装置においては、脱水装置４０として、スクリーン４１と脱水機４２と
の組み合わせを用いているが、前段の濃縮部と後段の圧搾部とを一体化してなるスクリュ
ープレス型脱水機を用いることもできる。この場合は、濃縮部がスクリーン４１に相当し
、圧搾部が脱水機４２に相当する。高分子凝集剤が添加された場合には、濃縮部及び圧搾
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部からの分離液をＭＡＰ回収装置９０に送る。高分子凝集剤に加えて無機凝集剤が添加さ
れる場合には、無機凝集剤は濃縮部の後、圧搾部の前で添加される。濃縮部からの分離液
がＭＡＰ回収装置９０に送られる。高分子凝集剤が添加されなかった場合には、濃縮部か
らの分離液及び圧搾部からの分離液を分離液貯留槽５０及び後段の生物処理槽６０に送る
。
【００７５】
　なお、ドレン管２１及びドレン弁Ｖ３は、凝集反応槽２０又は２０Ａ内に残留している
高分子凝集剤を添加していない汚泥を中継槽８０に戻すために設けられている。高分子凝
集剤を添加していない汚泥が残留していても、その後に高分子凝集剤が添加されるため、
ドレンは必ずしも必要ではなく、ドレン管２１及びドレン弁Ｖ３を省略してもよい。ドレ
ン弁Ｖ３を具備しない装置の場合には、図５～図８に示すドレン弁開閉は除かれる。
【００７６】
　汚泥Ａ～Ｄの形成を制御する高分子凝集剤の添加及び無添加並びに余剰汚泥の添加及び
無添加は任意の長さの時間で交互に行われる。高分子凝集剤の添加及び無添加の切り替え
は、切替弁Ｖ１及びＶ２の開閉をタイマー設定により自動的に切り替えるか、高分子凝集
剤添加制御機構のタイマー設定により自動的に切り替えることができる。分離液切替弁Ｖ
ｐ又はＶｐ１及びＶｐ２の切り替えは、切替弁Ｖ１及びＶ２に連動し、高分子凝集剤が添
加された場合は分離液をＭＡＰ回収装置９０に送り、高分子凝集剤が添加されない場合は
分離液を分離液貯留槽５０に送る。余剰汚泥の添加及び無添加の切り替えは、余剰汚泥貯
留槽６５からの送液の制御により行うことができる。有機性廃水の供給の切り替えは、切
替弁Ｖ１の開閉の自動切り替え又は中継槽８０からの送液の制御により行うことができる
。
【００７７】
　高分子凝集剤の添加及び無添加の時間の長さ及び切り替えのタイミングは、生物処理の
状態や混合汚泥の性状によって設定することができる。たとえば、屎尿及び／又は有機性
汚泥中の水素供与体が多い場合は高分子凝集剤の添加時間を長くすることができる。この
場合、ＭＡＰ回収処理に送る分離液の量が増えるため、ＭＡＰ回収すなわち化成肥料の製
造量を増やすことができる。
【００７８】
　後続の脱水処理により含水率７０％以下の脱水ケーキを得るためには、高分子凝集剤を
添加しない時間は、高分子凝集剤を添加する時間と無添加の時間との合計の６０％以下、
好ましくは４０％以下、特に好ましくは２０％以下とする。６０％を越えると、余剰汚泥
発生量が多くなり、混合汚泥中の余剰汚泥の比率が多くなるため、脱水ケーキの低含水率
化及び脱水ケーキの減容化が達成されない。高分子凝集剤使用量の削減効果を得るために
は、高分子凝集剤無添加の総時間は１％以上とすることが好ましく、５％以上がより好ま
しい。高分子凝集剤を添加しないことにより、有機性廃水中に含まれる有機成分（水素供
与体）が脱水処理後の分離液に含まれるため、生物処理に必要な水素供与体（微生物の栄
養源）の追加供給を削減することができる。高分子凝集剤の添加と無添加とを交互に行う
ことにより生じる分離液中有機成分量の変動は、分離液貯留槽５０での貯留時間を例えば
０．５日以上と長期化することで、相殺することができる。
【００７９】
　また、本発明においては、高分子凝集剤を添加した場合には、凝集剤添加汚泥Ａを脱水
して得られる分離液をＭＡＰ回収に送液し、ＭＡＰを回収して化成肥料を製造する。高分
子凝集剤を添加しない場合には、汚泥中のＳＳ分が多すぎて、ＭＡＰ回収装置が閉塞して
しまうため、凝集剤無添加汚泥Ｂを脱水して得られる分離液はＭＡＰ回収に送ることを回
避する。また、凝集剤無添加汚泥Ｂは、有機物を豊富に含むため、後続の生物処理に送り
、微生物の栄養素となる水素供与体として利用する。
【００８０】
　凝集反応槽２０又は２０Ａもしくは混合槽１０にて添加される高分子凝集剤に加えて、
スクリーン４１の下流側末端で無機凝集剤を添加してもよい。高分子凝集剤を先に添加し
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て無機凝集剤を後で添加することにより、脱水性能が向上し、高分子凝集剤の添加量を削
減することができる。無機凝集剤は、脱水汚泥の脱水率低減には寄与するが、維持管理費
をさらに低減させたい場合には、無機凝集剤を添加しなくてよい。
【００８１】
　高分子凝集剤としては、カチオン系高分子凝集剤、両性高分子凝集剤等が挙げられる。
カチオン性高分子凝集剤としては、ジメチルアミノエチルアクリレートの四級化物の重合
物、ジメチルアミノエチルアクリレートの四級化物とアクリルアミドとの共重合物などの
アクリレート系高分子凝集剤；ジメチルアミノエチルメタクリレートの四級化物の重合物
、ジメチルアミノエチルメタクリレートの四級化物とアクリルアミドとの共重合物などの
メタクリレート系高分子凝集剤；アミド基、ニトリル基、アミン塩酸塩、ホルムアミド基
等を含むポリビニルアミジン；ポリアクリルアミドのマンニッヒ変性物などが挙げられ、
例えば市販のエバグロース（水ｉｎｇ株式会社　登録商標）シリーズを用いることができ
る。両性高分子凝集剤としては、ジメチルアミノメチルアクリレートの四級化物とアクリ
ルアミドとアクリル酸との共重合物、ジメチルアミノメチルメタクリレートの四級化物と
アクリルアミドとアクリル酸との共重合物などをあげることができる。高分子凝集剤の添
加量は、混合汚泥の性状などによっても異なるが、汚泥中の固形物乾燥重量（ＤＳ）に対
して０．５～３．０wt%であることが好ましく、１．０～２．５wt%であることがより好ま
しい。
【００８２】
　無機凝集剤としては、ポリ硫酸第二鉄、ポリ塩化第二鉄、塩化第二鉄、硫酸アルミニウ
ム、塩化アルミニウム、ポリ塩化アルミニウムを好ましく用いることができる。中でもポ
リ硫酸第二鉄が特に好ましい。無機凝集剤の添加量は、混合汚泥の性状などによっても異
なり、用いる無機凝集剤の種類によっても異なるが、汚泥中の固形物乾燥重量（ＤＳ）に
対して０．５～７．０wt%であることが好ましく、特に１．５～５wt%程度であることがよ
り好ましい。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【００８４】
　破砕したままで夾雑物を除去していない屎尿及び浄化槽汚泥を含む有機性廃水に、生物
処理において生じた余剰汚泥を混合して得た混合汚泥５０ｋＬ／日を本発明の処理方法で
処理する場合と、従来方法で処理する場合（比較例）を比較した。
【００８５】
　［実施例１］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）及び汚泥Ｂ（Ｔ２）の切り替えは、図５（Ａ）
に従って行い、Ｔ１＝４８分、Ｔ２＝１２分と設定し、混合汚泥の約２０％に対して凝集
剤を添加しなかった。
【００８６】
　高分子凝集剤としてエバグロースＣＳ－３２０（水ｉｎｇ株式会社製カチオン系高分子
凝集剤）を凝集反応槽２０に添加した。無機凝集剤としてポリ硫酸第二鉄をスクリーン４
１から脱水機４２に送る濃縮汚泥に添加した。
【００８７】
　本実施例では、後続の生物処理を脱窒素処理としたため、窒素（Ｎ）の分解を促進させ
るために、水素供与体としてメタノールを生物処理槽６０に添加した。
【００８８】
　高分子凝集剤を添加した場合に、スクリーン４１からの分離水をＭＡＰ回収装置９０に
送り、ＭＡＰを回収した。
【００８９】
　各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率、処理水の水質を表１及び表２に示す。
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【００９０】
　［実施例２］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）及び汚泥Ｂ（Ｔ２）の切り替えを図５（ａ）に
従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分と設定し、混合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添
加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び
処理水の水質を測定した。結果を表１及び表２に示す。
【００９１】
　［実施例３］
　図３に示す装置を用いて、汚泥Ａ（Ｔ１）及び汚泥Ｂ（Ｔ２）並びにドレン（Ｔ３）の
切り替えを図５（ｄ）に従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分、Ｔ３＝３分と設定し、混
合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤
の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。結果を表１及び表２に示
す。
【００９２】
　［実施例４］
　図４に示す装置を用いて、汚泥Ａ（Ｔ１）及び汚泥Ｂ（Ｔ２）並びにドレン（Ｔ３）の
切り替えを図５（ｄ）に従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分、Ｔ３＝３分と設定し、混
合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤
の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。結果を表１及び表２に示
す。
【００９３】
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【００９４】
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【表２】

【００９５】
　各検査項目の検査方法は以下の通りである。
水素イオン濃度：JIS　K 0102-12.1
生物化学的酸素要求量(BOD)：JIS K-0102-21及び-32.1
化学的酸素要求量（CODMn）：JIS K-0102-17
浮遊物質量（SS）：昭和46年環境庁告示第59号付表8
全窒素：JIS K-0102-45.1
全リン：JIS K-0102-46.3.3
色度：平成4年厚生省令第69号 45
大腸菌群数：昭和37年厚生省・建設省令第1号
 
　混合汚泥の２０％に対して凝集剤を添加しなかった場合（実施例１）の薬剤の添加量は
、混合汚泥の全量に凝集剤を添加した場合に比較して、無機凝集剤を２５．３％、高分子
凝集剤を約２４．８％、メタノールを約４９．６％削減できた。混合汚泥の３５％に対し
て凝集剤を添加しなかった場合（実施例２）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が約
３８．５％、高分子凝集剤が約４３．４％、メタノールが約８６．１％、混合槽（ライン
ミキサ）を用いて高分子凝集剤のみを添加した場合（実施例４）の薬剤の添加量の削減率
は、無機凝集剤が１００％、高分子凝集剤が約３１．０％、メタノールが約８６．１％で
あった。各実施例とも脱水ケーキの含水率は７０％以下を達成し、処理水は放流水質基準
を達成した。
【００９６】
　本発明の処理方法によれば、有機性廃水に余剰汚泥と凝集剤を添加してなる汚泥Ａ、有
機性廃水のみの汚泥Ｂとを切り替えて、凝集剤無添加処理の総時間が凝集剤添加時と無添
加時との合計時間の６０％以下となるようにすることにより、脱水ケーキの含水率７０％
及び処理水の水質基準を達成しながら、メタノール、無機凝集剤、高分子凝集剤のいずれ
も添加量を削減できた。
【００９７】
　［実施例５］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｃ（Ｔ４）の切り替
えは図６（１）に従って、Ｔ１＝４３分、Ｔ２＝１２分、Ｔ４＝５分と設定し、混合汚泥
及び有機性廃水のみの処理時間の約２０％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例
１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。
結果を表３及び表４に示す。
【００９８】
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　［実施例６］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｃ（Ｔ４）の切り替
えは図６（１）に従って、Ｔ１＝３４分、Ｔ２＝２１分、Ｔ４＝５分と設定し、混合汚泥
及び有機性廃水のみの処理時間の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例
１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。
結果を表３及び表４に示す。
【００９９】
　［実施例７］
　図３に示す装置を用いて、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｃ（Ｔ４）並びに
ドレン（Ｔ３）の切り替えは図６（１）に従って、Ｔ１＝３２分、Ｔ２＝２０分、Ｔ３＝
３分、Ｔ４＝５分と設定し、混合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は
実施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定
した。結果を表３及び表４に示す。
【０１００】
　［実施例８］
　図４に示す装置を用いて、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｃ（Ｔ４）並びに
ドレン（Ｔ３）の切り替えは図６（１）に従って、Ｔ１＝３２分、Ｔ２＝２０分、Ｔ３＝
３分、Ｔ４＝５分と設定し、混合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は
実施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定
した。結果を表３及び表４に示す。
【０１０１】
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【表３】

【０１０２】
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【表４】

【０１０３】
　混合汚泥の２０％に対して凝集剤を添加しなかった場合（実施例５）の薬剤の添加量は
、混合汚泥の全量に凝集剤を添加した場合に比較して、無機凝集剤を約１７．３％、高分
子凝集剤を約１７．８％、メタノールを約４９．６％削減できた。混合汚泥の３５％に対
して凝集剤を添加しなかった場合（実施例６）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が
約２８．８％、高分子凝集剤が約２４．８％、メタノールが約８６．１％、混合槽（ライ
ンミキサ）を用いて高分子凝集剤のみを添加した場合（実施例８）の薬剤の添加量の削減
率は、無機凝集剤が１００％、高分子凝集剤が約２０．９％、メタノールが約８６．１％
であった。各実施例とも脱水ケーキの含水率は７０％以下を達成し、処理水は放流水質基
準を達成した。
【０１０４】
　本発明の処理方法によれば、有機性廃水に余剰汚泥と凝集剤を添加してなる汚泥Ａ、有
機性廃水のみの汚泥Ｂ、余剰汚泥を添加せずに屎尿及び／又は有機性汚泥に凝集剤を添加
した汚泥Ｃとを切り替えて、凝集剤無添加処理の総時間が凝集剤添加時と無添加時との合
計時間の６０％以下となるようにすることにより、脱水ケーキの含水率７０％及び処理水
の水質基準を達成しながら、メタノール、無機凝集剤、高分子凝集剤のいずれも添加量を
削減できた。
【０１０５】
　［実施例９］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｄ（Ｔ５）の切り替
えは図７（１）に従って、Ｔ１＝４８分、Ｔ２＝１２分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥
及び有機性廃水のみの処理時間の約２０％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例
１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。
結果を表５及び表６に示す。
【０１０６】
　［実施例１０］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｄ（Ｔ５）の切り替
えは図７（１）に従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥
及び有機性廃水のみの処理時間の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例
１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。
結果を表５及び表６に示す。
【０１０７】
　［実施例１１］
　図３に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｄ（Ｔ５）並びにド
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レン（Ｔ３）の切り替えは図７（４）に従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分、Ｔ３＝３
分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実
施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定し
た。結果を表５及び表６に示す。
【０１０８】
　［実施例１２］
　図４に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）及び汚泥Ｄ（Ｔ５）並びにド
レン（Ｔ３）の切り替えは図７（４）に従って、Ｔ１＝３９分、Ｔ２＝２１分、Ｔ３＝３
分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実
施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定し
た。結果を表５及び表６に示す。
【０１０９】
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【表５】

【０１１０】
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【表６】

【０１１１】
　混合汚泥の２０％に対して凝集剤を添加しなかった場合（実施例９）の薬剤の添加量は
、混合汚泥の全量に凝集剤を添加した場合に比較して、無機凝集剤を約１２．１％、高分
子凝集剤を約１２．４％、メタノールを約４９．６％削減できた。混合汚泥の３５％に対
して凝集剤を添加しなかった場合（実施例１０）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤
が約２６．７％、高分子凝集剤が約２４．０％、メタノールが約８６．１％であり、実施
例１１の場合の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が約２６．４％、高分子凝集剤が約
２７．９％、メタノールが約８６．１％であり、混合槽（ラインミキサ）を用いて高分子
凝集剤のみを添加した場合（実施例１２）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が１０
０％、高分子凝集剤が約１２．４％、メタノールが約８６．１％であった。各実施例とも
汚泥Ａの処理では脱水ケーキの含水率は７０％以下を達成し、汚泥Ｄの処理では脱水ケー
キの含水率は７５％以下を達成し、処理水は放流水質基準を達成した。含水率７０％以下
の脱水ケーキは助燃剤として利用できる。
【０１１２】
　本発明の処理方法によれば、有機性廃水に余剰汚泥と凝集剤を添加してなる汚泥Ａ、有
機性廃水のみの汚泥Ｂ、余剰汚泥に凝集剤を添加した汚泥Ｄとを切り替えて、凝集剤無添
加処理の総時間が凝集剤添加時と無添加時との合計時間の６０％以下となるようにするこ
とにより、脱水ケーキの含水率７５％及び処理水の水質基準を達成しながら、メタノール
、無機凝集剤、高分子凝集剤のいずれも添加量を削減できた。
【０１１３】
 
　［実施例１３］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）、汚泥Ｃ（Ｔ４）、汚泥Ｄ（
Ｔ５）の切り替えは図８（１）に従って、Ｔ１＝４３分、Ｔ２＝１２分、Ｔ４＝５分、Ｔ
５＝５分と設定し、混合汚泥及び有機性廃水のみの処理時間の約２０％に対して凝集剤を
添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及
び処理水の水質を測定した。結果を表７及び表８に示す。
【０１１４】
　［実施例１４］
　図１に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）、汚泥Ｃ（Ｔ４）、汚泥Ｄ（
Ｔ５）の切り替えは図８（１）に従って、Ｔ１＝３４分、Ｔ２＝２１分、Ｔ４＝５分、Ｔ
５＝５分と設定し、混合汚泥及び有機性廃水のみの処理時間の約３５％に対して凝集剤を
添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤の添加量と、脱水ケーキの含水率及
び処理水の水質を測定した。結果を表７及び表８に示す。



(32) JP 6193716 B2 2017.9.6

10

【０１１５】
　［実施例１５］
　図３に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）、汚泥Ｃ（Ｔ４）、汚泥Ｄ（
Ｔ５）並びにドレン（Ｔ３）の切り替えは図８（４）に従って、Ｔ１＝３４分、Ｔ２＝２
１分、Ｔ３＝３分、Ｔ４＝５分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥及び有機性廃水のみの処
理時間の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤
の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。結果を表７及び表８に示
す。
【０１１６】
　［実施例１６］
　図４に示す装置を用い、汚泥Ａ（Ｔ１）、汚泥Ｂ（Ｔ２）、汚泥Ｃ（Ｔ４）、汚泥Ｄ（
Ｔ５）並びにドレン（Ｔ３）の切り替えは図８（４）に従って、Ｔ１＝３４分、Ｔ２＝２
１分、Ｔ３＝３分、Ｔ４＝５分、Ｔ５＝５分と設定し、混合汚泥及び有機性廃水のみの処
理時間の約３５％に対して凝集剤を添加しなかった以外は実施例１と同様に行い、各薬剤
の添加量と、脱水ケーキの含水率及び処理水の水質を測定した。結果を表７及び表８に示
す。
【０１１７】
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【表７】

【０１１８】
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【表８】

【０１１９】
　混合汚泥の２０％に対して凝集剤を添加しなかった場合（実施例１３）の薬剤の添加量
は、混合汚泥の全量に凝集剤を添加した場合に比較して、無機凝集剤を約９．４％、高分
子凝集剤を約３．１％、メタノールを約４９．６％削減できた。混合汚泥の３５％に対し
て凝集剤を添加しなかった場合（実施例１４）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が
約２０．２％、高分子凝集剤が約１５．５％、メタノールが約８６．１％であり、実施例
１５の場合の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が約２４．７％、高分子凝集剤が約１
０．９％、メタノールが約８６．１％であり、混合槽（ラインミキサ）を用いて高分子凝
集剤のみを添加した場合（実施例１６）の薬剤の添加量の削減率は、無機凝集剤が１００
％、高分子凝集剤が約１１．６％、メタノールが約８６．１％であった。各実施例とも汚
泥Ａ及びＣの脱水ケーキの含水率は７０％以下を達成し、汚泥Ｄの脱水ケーキの含水率は
７５％以下を達成し、処理水は放流水質基準を達成した。
【０１２０】
　本発明の処理方法によれば、有機性廃水に余剰汚泥と凝集剤を添加してなる汚泥Ａ、有
機性廃水のみの汚泥Ｂ、余剰汚泥を添加せずに屎尿及び／又は有機性汚泥に凝集剤を添加
した汚泥Ｃ、余剰汚泥に凝集剤を添加した汚泥Ｄとを切り替えて、凝集剤無添加処理の総
時間が凝集剤添加時と無添加時との合計時間の６０％以下となるようにすることにより、
脱水ケーキの含水率７５％及び処理水の水質基準を達成しながら、メタノール、無機凝集
剤、高分子凝集剤のいずれも添加量を削減できた。
【０１２１】
　実施例１及び２で回収したＭＡＰの成分を化成肥料の基準値と比較した試験結果を表９
に示す。表９中「比較例」とは、汚泥に高分子凝集剤を添加せずに脱水処理される際に得
られる脱水ろ液をＭＡＰ回収装置に送液した場合である。
【０１２２】
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【表９】

【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　脱水処理と生物処理とを併用する屎尿及び浄化槽汚泥を含む有機性廃水の処理における
凝集剤及び生物処理における栄養源となる薬剤の使用量を削減できる。
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